
一
般
国
道

道
路
の
種
類

第

二

千

七

十

九

号

平

成

二

十

一

年

九

月

四

日

四
百
十
八

号 路
線
名

美
濃
加
茂
市
山
之
上
町
字
上
藤
二

八
九
四
番
一
地
先
か
ら

加
茂
郡
川
辺
町
下
川
辺
字
山
楠
一

三
一
一
番
一
地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

(

金
曜
日)

平
成
��･�･� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

目

次

告

示

○
道
路
の
供
用
開
始

(

道
路
維
持
課)

五
八
九
ペ
ー
ジ

公

示

○
平
成
二
十
年
度
財
団
法
人
都
道
府
県
会
館
災
害
共
済
事
業
等
経
営
状
況(

管

財

課)

五
九
〇

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(

保
健
医
療
課)

五
九
一

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
届
出

(

同

)

五
九
一

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
辞
退

(

同

)

五
九
一

○
平
成
二
十
二
年
度
岐
阜
県
立
学
校
実
習
助
手
採
用
選
考
試
験
の
実
施

(
教

職

員

課)

五
九
一

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(
教
育
研
修
課)

五
九
二

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
三
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
九
月
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
三
十
一
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
九
月
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
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阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
一
年
九
月
四
日



県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

坂

祝

関

線

路
線
名

美

濃

川

辺
線

路
線
名

加
茂
郡
坂
祝
町
勝
山
字
米
山
五
三

三
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
稲
葉
四
七

八
番
一
地
先
ま
で

区

間

加
茂
郡
川
辺
町
中
川
辺
字
八
坂
一

七
二
八
番
七
三
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
矢
坂
七

四
九
番
一
地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

県
道

道
路
の
種
類

山
之
上

古

井
線

路
線
名

美
濃
加
茂
市
山
之
上
町
字
若
狭
三

四
五
〇
番
四
地
先
か
ら

同

市
同

町
字
蔵
洞
三

五
五
三
番
一
地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
三
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
九
月
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
三
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
九
月
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公

示

○
平
成
二
十
年
度
財
団
法
人
都
道
府
県
会
館
災
害
共
済
事
業
等
経
営
状
況

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

財
団
法
人
都
道
府
県
会
館
か
ら
平
成
二
十
年
度
災
害
共
済
事
業
等
経
営
状
況
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
通

知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

災
害
共
済
事
業
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森
薬
局

グ
リ
ー
ン
・
ロ

ー
ド
店

平
成
調
剤
薬
局

茜
部
店

中
部
薬
品

多
治
見
旭
ヶ

丘
薬
局 名

称

本
巣
郡
北
方
町
小
柳
一
―
一
一
七

岐
阜
市
茜
部
新
所
四
―
一
三
三

多
治
見
市
小
名
田
町
西
ヶ
洞
一
―
三

二
五

所

在

地

精
神
通
院

精
神
通
院

精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類

平
成
��･�･� 平

成
��･�･� 平

成
��･�･� 指

定

年
月
日

古
田
薬
局

名

称

ト
ー
カ
イ
薬
局

多
治
見

中
央
店 名

称

各
務
原
市
尾
崎
西
町
五
―
二
二

所

在

地

多
治
見
市
小
名
田
西
ヶ
洞
一
九
―
五

所

在

地

精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類

精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類

平
成
��･�･�� 辞

退

年
月
日

平
成
��･�･�� 変

更

年
月
日

１

共
済
基
金
分
担
金
そ
の
他
収
入

二
、
〇
八
二
、
八
六
七
、
六
五
五
円

２

災
害
共
済
金
そ
の
他
支
出

九
七
二
、
七
二
六
、
七
七
一
円

３

期
末
正
味
財
産

二
三
、
一
四
六
、
〇
三
九
、
五
〇
二
円

二

機
械
損
害
共
済
事
業

１

共
済
基
金
分
担
金
そ
の
他
収
入

九
八
六
、
九
〇
七
、
三
三
二
円

２

災
害
共
済
金
そ
の
他
支
出

三
二
九
、
五
七
〇
、
八
四
五
円

３

期
末
正
味
財
産

七
、
〇
〇
二
、
二
五
六
、
四
八
七
円

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の

(

薬
局)

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
届
出

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の

(

薬
局)

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
辞
退

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立

支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の

(

薬
局)

○
平
成
二
十
二
年
度
岐
阜
県
立
学
校
実
習
助
手
採
用
選
考
試
験
の
実
施

教
育
公
務
員
特
例
法
施
行
令(

昭
和
二
十
四
年
政
令
第
六
号)

第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

教
育
公
務
員
特
例
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
二
年
度

岐
阜
県
立
学
校
実
習
助
手
採
用
選
考
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
四
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

松

川

禮

子

一

目
的
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高
等
学
校

学
校
種
別 採

用

種

別

実
習
助
手

職

種

工
業(
電
気
・
電
子
系)

工
業(

機
械
系)

農
業
理
科 教

科(

科
目)

合
計
数
名

程
度

若
干
名

若
干
名

募
集
人
数

高
等
学
校

卒
業
以
上

(

平
成
二

十
二
年
三

月
卒
業
見

込
の
者
を

含
む)

資
格
及
び

学
歴 志

願

資

格

昭
和
四
十
五

年
四
月
二
日

以
降
に
生
ま

れ
た
者

年

齢

こ
の
採
用
選
考
試
験
は
、
平
成
二
十
二
年
度
岐
阜
県
立
学
校
実
習
助
手
を
採
用
す
る
た
め
に
行
う

も
の
で
あ
る
。

二

採
用
種
別
、
募
集
人
数
及
び
志
願
資
格

地
方
公
務
員
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
十
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
は
、
志
願
で
き
な
い
。

三

志
願
に
必
要
な
書
類

１

平
成
二
十
二
年
度
岐
阜
県
立
学
校
実
習
助
手
採
用
選
考
志
願
書

２

最
終
学
校
の
卒
業
証
明
書
又
は
卒
業
見
込
証
明
書

３

最
終
学
校
の
成
績
証
明
書

４

履
歴
書

５

返
信
用
封
筒
長
形
三
号(

八
十
円
分
の
切
手
を
貼
り
、
あ
て
先
を
明
記
し
た
も
の)

６

返
信
用
封
筒
角
形
二
号(

二
百
円
分
の
切
手
を
貼
り
、
あ
て
先
を
明
記
し
た
も
の)

志
願
書
及
び
履
歴
書
の
用
紙
は
、
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事

務
局
教
職
員
課
で
交
付
す
る
。
郵
送
を
希
望
す
る
者
は
、
申
込
み
の
封
筒
に
返
信
用
封
筒
角
形
二

号(

百
四
十
円
分
の
切
手
を
貼
り
、
あ
て
先
を
明
記
し
た
も
の)

を
同
封
し
て
請
求
す
る
こ
と
。

な
お
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ｢

岐
阜
県
採
用
ポ
ー
タ
ル｣

か
ら
出
願
用
紙
を
印
刷
す
る
場
合
は
、
両

面
印
刷
に
よ
り(

片
面
印
刷
の
場
合
は
裏
側
を
貼
り
合
わ
せ
た
上)

、
提
出
す
る
こ
と
。

(http://w
w
w
.pref.gifu.lg.jp/pref/saiyo-p/kyoin/jukenInfo.htm

l)

四

申
込
先
及
び
受
付
期
間

１

申
込
先

(

郵
便
番
号
五
〇
〇
―
八
五
七
一)

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
教
職
員
課
高
等
学
校
担
当

２

受
付
期
間

平
成
二
十
一
年
九
月
四
日(

金)

か
ら
九
月
十
一
日(

金)

ま
で(

土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除

く
。)

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。
郵
送
の
場
合
は
、
書
留
又
は
簡
易
書
留
と
し
、

受
付
期
間
中
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
る
。

五

選
考
試
験
の
日
時
、
場
所
及
び
方
法

１

日
時
及
び
場
所

平
成
二
十
一
年
九
月
十
八
日(

金)

午
前
九
時
か
ら
岐
阜
市
薮
田
南
五
丁
目
九
番
一
号

岐
阜

県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
行
う
。

２

方
法

書
類
審
査
、
一
般
教
養
筆
記
試
験
、
専
門
科
目
筆
記
試
験
、
作
文
、
面
接
及
び
健
康
診
断
等
に

基
づ
い
て
総
合
的
に
選
考
す
る
。

六

そ
の
他

１

選
考
試
験
当
日
は
受
験
票
、
筆
記
用
具
及
び
定
規
を
持
参
す
る
こ
と
。

２

こ
の
選
考
試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

(

郵
便
番
号
五
〇
〇
―
八
五
七
一)

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
教
職
員
課
高
等
学
校
担
当

電
話

〇
五
八
―
二
七
二
―
八
七
四
一

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
す
る
役
務
の
名
称
県
立
学
校
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
器
更
新
業
務

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
21年
５
月
20日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
21年
７
月
13日

５
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所
岐
阜
県
各
務
原
市
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
１
丁
目
１
番
地
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株
式
会
社
ブ
イ
・
ア
ー
ル
・
テ
ク
ノ
セ
ン
タ
ー

代
表
取
締
役
村
木
壽

６
落
札
金
額
223,650,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
研
修
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
５
丁
目
９
番
１
号
岐
阜
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
内
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平
成
二
十
一
年
九
月
四
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


